
・著しく汚染、たい色、破損、又は老朽等したもの

・倒壊、落下のおそれがあるもの

・交通安全を阻害するおそれのあるもの　等

広告物の表示等が禁止される物件

・街路樹、橋、よう壁、消火栓、煙突等

・電柱及び街路柱

（知事の定める一定の地区では許可を得て表示が可能　等）

広告物の表示等を禁止する地域

・文化財指定の敷地、風致保安林

・道路沿道で知事が指定する区域　等

（条例第４条）

広告物の表示に許可を要する地域

・禁止地域以外の全ての区域 

許可申請不要

・自己の事業用又は管理地内での小規模なもの（１辺5ｍ以内かつ５㎡以下）

・法令規定に基づくもの

・公職選挙法による選挙運動のためのポスター　　等

（条例第１６条の８）

屋外広告業を営もうとする者は、知事の登録を受けなければならない。

・登録の有効期間は、５年。

罰則 （条例第１６条の２６）

 屋外広告業の登録

 禁止物件

　京都府屋外広告物条例の改正に伴い、伊根町も「許可地域の拡大」等により、

平成２０年１０月１日から許可が必要となります。
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 適用除外 （条例第６条）

（条例第２条）

屋 外 広 告 物  規 制 等の 概 要

 許可地区

 禁止広告物 禁止地域

 禁止地域 （条例第３条第１項）

　なお、既に設置された広告物等についても許可の対象となります。

 表示禁止物 （条例第３条第２項）


